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△書報▽

刊
墫

報
書

人
婦

○天皇陛下

○皇后陛下

○皇太子殿下

○華頂宮博忠王殿下

○山階宮武彦王殿下

月
五

年
三

十
四

治
明

○皇太子妃殿下

0辿宮裕仁親王殿下

○潭宮雍仁親王殿下。

下

光宮宣仁親王殿

O泰宮聰子内親王殿下

○有栖川宮威仁親王殿下

○有栖川宮妃慰子殿下

○伏見宮貞愛親王殿下

○伏見宮妃利子女王殿下

○伏見宮博恭王殿下

○伏見宮博恭王妃經子殿下

○伏見宮博義王殿下と恭子女王殿下:

○伏見宮博信王殿下と敦子、知子二女

王殿下

○故山階宮射麿王妃常子殿下

○山階宮芳麿王殿下と安子女王殿下:・

○山階宮藤麿、萩麿、茂」贋三王子殿下

0賀陽宮恒徳王殿下と佐紀子女王殿下

○賀陽宮由紀子女王殿下

○久邇宮邦彦王殿下

○久邇宮妃倪子殿下

O久邇宮朝融(ぴ) 王殿下と邦久王殿下・:,

○久邇宮良子女王殿下と信子女王殿下

○久邇宮多嘉王殿下と同妃靜子殿下.,

○梨本宮守正王殿下

○梨本宮妃伊都子殿下

○梨本宮方子女王殿下と規子女王殿下

○朝香宮鳩彦王殿下

○朝香宮妃富美宮允子内親王殿下・:・

攻
鬪
報

薔
族

皇
(版

入
第
)行

發
日
五

廿

○東久邇宮稔彦王殿下

○小松後室宮頼子殿下

○北臼川宮成久王殿下

○北自川宮妃周宮房予内親王殿下・:・

○北臼川宮輝久王殿下

0北臼川宮武子女王殿下と憤子女王殿

0竹田宮妃常宮昌子内親王殿下と恒億

王殿下

○閑院宮載仁親王殿下と恭子女王殿下

春仁王殿下

下

○閑院宮妃智惠子殿下と茂子、季子、

寛子三女王殿下

○竹田宮恒久王殿下

0東伏見宮依仁親王殿下

讀物

○天皇陛下の御日常

○東伏見宮妃周子殿下

○皇太子殿下と妃殿下

〇三皇孫殿下

○泰宮聰子内親王殿下

○久邇宮殿下

○梨本宮殿下

○朝香宮殿下

○有栖川宮殿下

○東久邇宮殿下

○伏見宮殿下

○華頂宮殿下

○小松後室宮殿下

○北臼川宮殿下

○山階宮妃殿下

○賀陽宮妃殿下

○竹田宮殿下

○閑院宮殿下

0東伏見宮殿下



皇
族
講
報
改
版
に
就
き
て

皇
室
の
御
事
は
申
す
養

し
・
皇
族
の
御
繁
榮
に
ま
し
ま
す
こ
と
、
淘
に
現
代
の
如
き
は
あ
ら
ざ
る
可
し
。
金
枝
玉
葉
の
御

身
を
捧
げ
て
國
事
に
盡
瘁
し
給
ひ
・
以
毳

を
臣
民
に
垂
慧

せ
給
ふ
。
其
の
御
徳
の
高
く
、
御
績
の
深
き
、
我
帝
國
安
寧
の

礎
・
士
氣
の
源
・
喝に
其
の
御
上
に
繋
れ
ウ
。
我
等
臣
民
た
る
も
の
焉
ん
ぞ
威
泣
せ
ざ
る
を
得
ん
や
。
い
か
で
こ
の
未
曾
有
の

御
盛
事
を
永
遶
に
記
念
せ
ず
し
て
可
な
ら
ん
や
。

編
者
曩
薇

力
を
顧
み
ず
・
奪
き
御
面
影
を
一に
集
め
ま
ゐ
ら
ぜ
、
國
民
を
し
て
日
夕
仰
き
拜
さ
し
め
ん
と
の
微
衷
よ
う
、

敢
て
當
局
に
請
ひ
奉
り
て
皇
族
雷
報
を
發
行
す
る
や
、
幸
に
國
民
の
歡
迎
す
る
所
と
な
う
、
版
を
重
汲
る
こ
と
七
度
に
及
び
、

邃
に
印
刷
鮮
明
を
缺
く
に
至
ゑ
カ
れ
ば
、
或
は
貧
嚴
を
漬
し
ま
つ
る
を
慮
ひ
、
暫
し
江
湖
の
要
求
に
背
き
て
、
頒
布
を
中
止
す

る
事
と
な
し
毅
。

爾
來
竝
に
it;年
、
皇
族
方
に
御
移
動
あ
ら
せ
ら
れ
だ
る
と
、
且
は
誠
忠
な
る
國
民
の
要
求
頗
る
切
な
る
も
の
あ
る
と
に
促
か

さ
れ
・
今
回
更
に
各
皇
族
家
に
請
ひ
奉
弖
し
に
、
最
近
の
御
眞
影
御
貸
下
の
恩
命
を
拜
す
る
を
得
π
る
を
以
て
、
謹
み
て
事
に

嘗

・
改
訂
第
入
版
を
刊
行
す
る
の
光
榮
を
擔
験
。
徇
記
事
は
、
編
糞

候
の
上
、親
し
く
拜
聽
謹
記
し
奮

竜
の
な
れ
ば
、

甚
だ
し
き
誤
謬
な
き
を
信
ず
。
聊
か
、改
版
の
顛
末
を
告
く
る
と
共
に
、
我
忠
勇
義
烈
な
る
國
民
に
鸚
し
て
、
乙
の
一書
を
捧
く

る
乙
と
を
喜
ぶ
。



下 陛 皇 天
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皇
孫
迚
宮
硲
仁
親
王
殿
下
は
皇
太
子
殿
下
第
日王
子
に
在
し
ま
し
、
御
誕
生
明
治
三
十
四
年
四
月
二
十
九
日
、
御
年
九
年
一児
Q

下 殿 王 親 仁C裕 旨 宮 迴多

H.1.ヨ.PrinceHirohito　 lichinomiyn.



伏
見
宮
妃
利
子
女
モ
殿
下
は
熾
仁
親
王
殿
下
の
第
四
女
に
在
し
ま
し
、
御
誕
生
、
安
政
五
年
戊
午
五
月
二
十
一
日
(陽
暦
七
月
}囘
)
御
年
五
十
一年
十
月
ゆ

(等一勳)下 殿 王 女 子 利F妃 宮 見 伏

--.1.H.PrincessToshilcoFushiminomiyu.



天
皇
陛
下
の
御
李
常

1

初
日
の
影
は
麗
か
に
日
本
全
國
の
隅
々
に
ま
で
照
り
渡
り
、
松
竹
の
飾
り
入
十
餘
州
の
到
る
處
に
立
て
並
べ
て
、

貴
き
も
賤
し
き
も
、
老
い
た
る
も
若
き
も
、
皆
推
な
べ
て
、
君
が
代
の
春
末
長
か
れ
と
所
り
奉
ら
ざ
る
は
無
し
、

千
代
田
の
城
の
老
松
に
、
九
重
の
雲
深
く
立
ち
罩
め
て
、
陛
下
の
御
日
常
の
如
何
に
在
す
か
は
、
我
等
草
莽
の

微
臣
の
窺
ひ
だ
に
得
ざ
る
塵
な
れ
ど
、
今
茲
に
知
ふ
け
な
く
も

陛
下
の
御
近
状
を
初
め
奉
り
、
大
内
山
の
御

健
り
を
ば
、
洩
れ
健
ガ
ま
に
ー
警
き
鎗
め
て
、
窖
が
五
千
餘
騨
の
犀
膨
に
隙
驟
の
一帯
た
り
と
も
緲
弗
し
、

護
ん
で
墜
や
の
概
廊
徳
を
僊
ぎ襲
ぴ
ん
と
す
。

陛
下
の
御
起
床

鐸
が
艶
瞭
な
る
戮
播
隊
や
の
御
欝
務
に
御
糠
歟
な
る
は
嘸
す
も
躍
き
こ
と
な
れ
ξ
學
御
越
層
を翼
ま
は
る

に
、

聖
上
陛
下
に
は
炎
暑
燬
く
が
如
き
盛
夏
の
砌
に
も
、
寒
威
肌
に
貶
す
る
嚴
冬
に
も
、
御
政
務
に
い
そ
し

み
給
ふ
の
餘
り
、
避
暑
、
避
寒
な
ん
ど
の
事
あ
ら
せ
ら
れ
ず
、
午
前
六
時
と
申
す
に
御
起
床
あ
ら
せ
ら
れ
、
白

勿
二
重
の
夜
の
御
衣
を
同
じ
き
單
衣
に
召
し
更
へ
さ
せ
ら
れ
、
御
口
嗽
所
へ
出
で
さ
せ
給
ふ
。
午
前
七
時
に
御
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皇
后

陛
下

の
御
食
事

皇
后
陛
下
の
御
食
事
は
日
々
御
常
式
の
外
に
御
好
み
は
あ
ら
せ
ら
れ
ず
、
鯛
の
作
り
身
、
嫁
楽
の
浸
物
な
ど
を

好
ま
せ
給
ひ
、
朝
に
は
御
常
式
の
御
膳
部
に
さ
へ御
箸
を
つ
け
給
は
ず
、
僅
か
に
パ
y
と
牛
乳
と
を
召
上
ら
せ

ら
る
丶
由
。
又
西
洋
料
理
は
御
陪
食
な
ど
の
あ
る
時
の
外
は
召
さ
せ
ら
れ
ず
、
時
と
し
て
は
蠣
、
又
は
芝
蝦
を

衣
揚
と
稱
し
て
フ
ラ
イ
の
如
く
に
調
じ
た
る
も
の
を
一種
位
御
加
へ
に
な
ら
る
丶
事
も
あ
り
。
魚
類
に
て
は
鯛

興
津
鯛
な
ど
を
好
ま
せ
ら
れ
、
御
献
立
の
中
に
は
必
ず
御
加
へ
に
な
り
、
御
汁
は
朝
に
自
床
噌
を
進
め
ま
ゐ
ら

す
れ
ば
、
家
に
は
三
州
味
噌
を
用
ゐ
ら
れ
、
短
旦
二回
と
も
調
理
法
を
換
へ
て
遙
め
奉
る
例
な
る
由
に
も
れ
承

は
る
。

陛
下
の
御
理
髪

隣鶚rの
微
理
難
は
赧
き
睇鞭
鰲
麟
欝
茄
蹲
葎
尠
尉
が
御
彫
物
霹
ゲ
て、
郷
跡
影
に
て
躍
發
覊
る
攤
の
衛
務
に
郵

理
髪
あ
ら
せ
ら
れ
し
が
、
誰
黙
隙
の
鄭
衝
は
縣
教
發
懸
に
擁
せ
ち
れ
継
ふ
曲
に
て
歓
理
髣
は
一邏
嬢
に

龍
顔
は
隔
日
毎
に
剃
ら
せ
給
ふ
御
定
め
の
由
に
洩
れ
承
る
。
而
し
て
下
樣
の
如
く
に
、
時
流
を
追
ふ
て
、
佛
國

風
、
米
國
風
な
・と
丶
す
る
事
な
し
と
、
御
側
近
く
奉
仕
す
る
去
る
宮
中
職
の
方
の
御
話
な
わ

兩
陛
下
の
御
蓮
動

聖
雌
の
籤
雖
は
涼
囃
欝
灣
多
螺
の
鰐
壇
概
飜
㎝、
概
殊
な
ど
は
懣
ば
せ
ら
れ
ず
康
畭
節
鶸
の
製
爵
に
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皇
太
子
殿
下

御

畧

歴

殿
下
は
、

今
上
天
皇
陛
下
第
三
の
皇
子
に
在
ま
し
、
明
治
十
二
年
入
月
三
十
一
日
の
御
誕
生
な
り
。
御
兄

皇
子
御
二
方
あ
ら
せ
ら
れ
し
が
、
御
不
幸
に
も
御
早
世
遊
さ
れ
し
を
も
て
、
明
治
二
十
年
入
月
三
十
一
日
東
宮

宣
下
あ
り
、
同
二
十
二
年
十
一
月
三
日
立
太
子
の
式
を
擧
げ
ら
れ
て
、
皇
太
子
に
立
た
せ
給
へ
り
。

殿
下
は
明
治
二
十
二
年
に
陸
軍
少
尉
海
軍
少
尉
に
任
ぜ
ら
れ
給
ひ
、
大
勳
位
を
帶
ぴ
、
近
衛
師
團
に
屬
し
た

ま
へ
り
。
そ
れ
よ
り
、
二
十
五
年
に
中
尉
に
、
二
十
入
年
に
大
尉
に
、
三
十
年
に
少
佐
に
と
言
ふ
御
順
序
に
て

現
在
は
陸
軍
中
將
海
軍
中
將
に
御
進
昇
遊
ば
さ
れ
た
り
。

御
學
問
は
明
治
二
十
年
九
月
十
九
日
、
八
年
二
ク
月
の
御
齢
を
も
て
學
習
院
に
御
降
學
あ
ら
せ
ら
れ
、
入
年

間
御
通
學
遊
さ
れ
た
り
。
以
後
は
各
侍
講
が
、
和
漢
洋
の
御
學
問
を
目
課
と
し
て
侍
講
申
し
上
げ
た
り
。

御
逋
學
時
代
に
御
學
友
と
し
て
撰
ま
れ
し
少
年
は
、
伯
西
郷
從
邁
四
男
從
義
、
公
毛
利
元
徳
八
男
八
郎
、
伯

南
部
利
恭
長
男
利
詳
、
侯
細
川
護
文
二
男
護
全
、
男
高
崎
清
風
二
男
盆
彦
、
子
北
小
路
俊
頼
二
男
、
子
海
江
田



壌
及
カ
イ
ロ
な
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
御
撮
骸
遞
ば
さ
る
」
皇
.太
子
殿
,下
。

影 撮 御 ス ク ン フィス

The Crown Prince snapshotting the sphinx at Cairo, Egypt.

54



ふ 奮 陀 を 手 握 に 女 孫 相 首 英

.襲

.荘
響

が
.縣
.犠

嫡
蕪

に
て
鄭
鯱
.の難

に髴

を
た
ま
ふ癌
.鄙

 The Crown Prince shaking hands with the grandson of  Mr, Lloyd George From the  left  : —The 
 Crown Prince, the Premier's grandson, Mrs. George, Prince Kan-in, Count  .hinds. Mr. George is just 

behind the Crown Prince.

82
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有

栖

瑚

宮

威
仁
親
王
殿
下
の
御
事

擘
は
聖
.榔
讐
鑾
の
欝
の
罪
に
ま
し
ま
究
隙
費
一+
入
璃
彿
髴
樫
鑾
の
衡
薨
去
遊
ば

せ
し
後
、
御
跡
を
つ
ぎ
て
御
當
主
と
な
ら
せ
ら
る
。

肇
は.燐
群

騨
く
も
穿
を
欝
轟
じ
た
ま
は
ん
と
雄
ゲ
し
く
も
鍵
鐘
ば
さ
典
蓉
+
無
の
瞬

轡
欝
に
鍵
艇
あ
軌
賭
の
瀕
讐
ハ羅
に
御
濺
鏃
ば
さ
匙
徹
霾
の
鬱
依
罅
の
戰
艦
に
癖

組
み
、
實
地
の
御
練
智
を
積
み
た
ま
ひ
ぬ
。
其
間
の
御
苦
辛
伺
ふ
に
も
畏
き
事
少
な
か
ら
ず
。

蠱

呼
の
甎
な
軌
稗
蘇

の
黛
数
戲
麟
叙
に
て驟
㎝を
驂

レ
霧

叢
灘
を
慧

せ
し
に
謬

蓉

の
叢
羅

隰
の
撫
艦
の
#
肇

の
芒
ま
す
と
の
蔀
を
た
ま
ー
貯
ミ

韃
を
講
は
ん
と
し
て
諭

曝
せ
軋
鑑ハ浮
を
攣
れ
威
肇

に
は
舞
鐐
務
孵
な
れ
哄
轢
く
綜
た
れ
よ
と
て
難
隴
艦
孵
無
耐
せ

し
め
た
軋
蟄
翫
は
影
膚
に・
襌
欝
庵
の
あ
る
曜
き
艦
艫
の
が
に
隷
り
し
に
騨
騨
た
る
舞

の
噸

燃
に
ま

み
れ
た
ゑ
.爨

の
鍵
を
爭
に
し
て
山ぞ
る
が
あ
軋
融
猷
せ
る
黶
職
麟
聴
に
琳.籤
あ
り
」
と
畷
丸
痘
豫

は
爨

か
と
馨

り
殍
れ
威
學
餐
測
罫
し
て鑼

の
禮
を穫
ひ
つ
丶あ
る
に
椰
態
は
ん
路
れ
秘
が跡



下 殿 公 鍋 李(等 …勳)下 殿 妃 同(等 一勳冫 下 殿 公 堋 李

T.  H. Prince and Princess Riko (right and upper)  and Prince Rign  (left).
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驪雛韈響緲講
辭頓
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昌

徳

宮

李
王

殿
下

殿
下
は
李
太
王
殿
下
の
第
一王
子
に
ま
し
ま
す
。
御
母
君
は
閔
后
と
申
し
、
御
同
腹
の
御

殲
戴
と
て
は
麓
さ
ざ
り
し
か
ば
・
彿
餅
蟹
藤
殿
予
の
衛
繕
愛
一が
な
ら
ず
、
榔
に
郷
飾
を
離

さ
せ
給
は
ず
、
戸
外
の
御
蓮
動
さ
へ
も
容
易
に
許
さ
れ
給
は
ざ
り
し
と
そ
。

さ
れ
ば
飃
㍗
は
聟
飃
予
旋
溺
懲
予
に
錚
し
溝
り
て
衡
多
嚇
灘
く
ま
し
ま
し
、
聳
殿

下
の
仰
せ
に
は
何
事
も
背
か
せ
給
は
ず
、
又
御
異
母
の
御
弟
殿
下
に
封
し
て
も
御
友
愛
に
富

ま
せ
ら
れ
、
朝
鮮
京
城
な
る
昌
徳
宮
は
常
に
靄
靄
た
る
和
氣
に
滿
ち
給
へ
り
。

殿
下
は
明
治
四
十
年
に
韓
國
皇
帝
の
御
位
に
帥
か
せ
給
ひ
し
が
、
同
じ
き
四
十
三
年
八
月

日
韓
併
合
條
約
の
結
果
御
退
位
あ
り
、
特
に
先
帝
陛
下
の
御
優
詔
に
由
り
て
朝
鮮
王
族
の
殊

遇
を
受
け
さ
せ
ら
れ
、
永
く
昌
徳
宮
と
稱
せ
ら
れ
給
ふ
。

李
王
妃

殿
下

1

X
1
111

235
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爨

甎

▲
朝
香
宮
窟
霙
宮
兩
殿
下
御
成
婚
式
典

五
月
亠ハn口午
晶剛
九
嬉
朝
香
宮
櫨切瞹ζ土
湘殿
下
、
富
羮
撫爵允
}十
内
親
王
殿
下
に
げ【御町域
婚
の
亠く繭㎎

准
擧
げ
さ
ぜ
給
ヘリ
Q
麻
布
御
殿
に
て
に
五
日
夜
よ
り
桂
郷
養
育
掛
以
下
徹
弯
御
凖
備
に
佑
し

く
、
内
獅脚王
一殿
下
にbμ
山ハ【口山木
閃
御
「趨
熊叩あ
る
や
由阻
に
御
沐
浴
あ
り
、
御
髪
を
長
髢
御
童
に
改

あ
給
ふ
、
こ
の
時
宮
中
よ
り
高
倉
典
侍
、
圭
上
の
御
優
と
し
て
參
ろ
、
御
化
粧
の
事
了
り
て
御

嫌
宮
聰
子
内
親
王
殿
下
と
共
に
豆
入
り
の
御
覦
御
飯
ル
召
さ
ゼ
ら
れ
、
七
賻
唐
衣
に
御
召
更
へ

あ
リ
、
桂
氏
初
め
御
用
掛
御
附
の
人
々
に
御
別
れ
の
謁
奄
賜
ふ
、
頓
て
朝
香
営
よ
り
宮
岡
御
用

取
扱
、
由甲村
家
令
御
迎
へ
と
し
て
參
ろ
、
伽御
婚
儀貼係
に
酒
饌
存
賜
に
リ
、
八
畴
殿
下
にしμ
御
堂
仙

を
高
倉
典
侍
に
捧
げ
さ
ぜ
て
、
御
玄
關
に
御
轟
で
あ
り
、
御
馬
車
に
召
し
給
ふ
、
御
馬
車
に
菊

桐
纈
出
し
敦
ろ
自
紋
緞
子
張
蝋
色
塗
に
菊
の
御
紋
章
打
ち
、
車
輪
は
緋
塗
に
て
馬
の
鬣
に
ほ
紅

白
の
リ
ボ
y
閃
い
六
り
、
八
時
廿
五
分
徐
う
に
御
門
奄
田
で
さ
せ
給
ふ
o
高
輪
邸
に
て
に
朝
香

宮
殿
下
午
前
五
時
御
起
床
、
七
時
御
束
帶
な
改
め
さ
せ
給
ひ
、
暫
し
御
休
憩
の
上
、
玄
關
に
御

出
で
あ
サ
八
時
十
分
、
と
云
ふ
に
山
田
御
附
武
官
陪
乘
、
騎
馬
警
部
な
先
臨
と
し
、
儀
仗
兵
前

後
な
衞
り
て
儀
裝
御
馬
車
に
て
御
田
門
あ
ら
ぜ
給
ふ
o

賢
所
大
前
に
に
午
箭
八
時
丗
分
を
以
て
岩
倉
掌
典
長
各
掌
典
幽
仕
御
式
の
備
な
整
へ
、
畠
族

大
臣
其
他
丈
斌
の
高
官
夫
々
着
席
す
、
さ
て
午
前
九
時
式
部
職
樂
師
の
費
樂
の
間
に
雨
殿
下
賢

所
に
参
り
給
ひ
講
酒
拜
受
の
御
餞
あ
り
御
式
め
だ
六
く
了
り
て
御
内
儀
謁
見
所
に
て

兩
陛
下

を
郷
し
給
ふ
、
天
瀕
殊
の
外
麗
に
し
く
御
手
厚
き
御
誰
あ
り
、
姉
小
路
搬
典
侍
、
小
池
掌
侍
執

酌
に
て
九
獻
の
天
盃
な
賜
は
り
同
十
時
冊
五
分
宮
城
々
退
ん
出
給
ふ
o

十
一
時
卅
分
兩
殿
下
高
輪
邸
に
御
邇
り
あ
り
、
供
膳
式
な
舉
げ
給
ふ
、
正
午
嗣
殿
下
御
邸
内

御
靈
殿
に
御
拜
あ
り
、
午
後
零
時
慨
分
兩
殿
下
御
召
夏
あ
り
表
謁
見
所
に
て
親
賀
准
受
け
給
ひ

御
内
儀
に
て
御
叢
餐
な
召
し
れ
り
、
午
後
一時
三
十
分

天
皇
、
皇
后
嗣
陞
下
よ
り
日
野
、
四

催
從゚
、
小
池
掌
侍
を
、
東
宮
同
妃
兩
殿
下
よ
り
有
馬
侍
從
、
錦
小
路
主
事
を
叉
各
宮
家
ニ
リ
も

夫
々
御
使
龜
高
輪
邸
に
邇
ぼ
さ
れ
各
御
覦
品
准
逕
め
ら
る
o

午
後
五
時
十
分
鳩
彦
王
殿
下
に
に
御
正
裝
、
妃
殿
下
に
は
水
色
御
洋
装
に
て
御
馬
車
に
御
同

乘
、
徇
參
内
、
豐
明
殿
銜
宴
に
列
し
給
ふ
、
皇
族
女
武
高
官
午
後
勇
時
頃
よ
り
前
後
し
て
參
内

あ
り
、
嗣
陛
下
豐
明
殿
F
臨
御
、
洋
々
喰
る
歐
洲
樂
の
問
に
御
開
宴
あ
り
、
御
宴
酣
に
し
て
、

主
上
親
し
く
玉
竪
在
兩
殿
下
に
賜
に
り
、
陪
宴
の
方
々
齊
し
く
畠
室
の
御
繁
榮
私
覦
ぎ
奉
り
、

七
時
五
十
分

嗣
陛
下
入
御
あ
り
續
て
一岡
退
幽
す
、
八
時
二
十
分
購
殿
下
御
遐
邸
、
御
更
衣

の
後
御
少
憩
あ
り
て
徇
寢
室
の
御
覦
儀
あ
り
、
御
盃
終
り
妃
殿
下
に
11
淡
紅
色
紋
羽
二
重
の
御

張
黐
に
召
代
さ
ぜ
給
ひ
、
三
日
夜
餅
奉
逡
の
啣
儀
あ
り
て
御
大
醴
茲
に
全
次
く
総
に
ら
ぜ
ら
れ

歌
り

▲
皇
孫
殿
下
西
ケ
原
御
成

皇
孫
逍
宮
淳
宮
兩
殿
下
に
ぼ
閑
院
宮
春
仁
王
久
邇
宮
邦
久
王
爾
殿
下
及
び
學
習
院
初
等
科
二

三
學
年
生
徒
七
十
餘
名
と
五
月
九
E
府
下
北
盥
島
駆
瀧
ノ
川
村
西
ケ
原
蠶
業
講
智
班
及
び
農
事

試
驗
一砺
へ嚴
川ぜ
ら
れUれ
リ

墨
孫
殿
下
に
に
同
日
午
前
七
時
丸
尾
御
養
育
宝
錘
御
陪
乘
、
松
準
、
佐
久
間
鰐
御
用
掛
、
田

中
侍
醫
補
の
御
供
等
二
輛
の
蜘
馬
車
に
て
御
出
門
御
順
路
を
田
端
停
車
揚
手
朗
に
掴
で
さ
ぜ
ら

れ
夫
れ
よ
リ
御
徒
歩
に
て
滋
灌
出
入
幡
境
内
に
成
ら
ぜ
ら
る
、
一方
容
仁
王
殿
下
は
増
田
御
附

邦
久
王
殿
下
は
保
科
家
從
為
膸
へ
さ
ぜ
ら
れ
學
習
院
學
生
と
同
じ
三
等
室
に
て
田
喘
屡
衷
で
御

乘
車
同
所
よ
り
は
一筒
徒
歩
に
て
前
聞鼬
八
幡
境
内
に
着
し
六
う
に
皇
孫
殿
下
の
御
着
よ
り
約
卅

分
の
後
な
り
し

か
く
て
一同
と
共
に
講
習
癬
に
赴
か
ぜ
ら
る
逾
次
各
欷
授
等
拭
受
持
の
組
々
に
婆
の
話
な
爲

し
っ
㌧
西
ク
原
蠶
業
講
智
所
に
入
ら
ぜ
ら
る
同
所
に
に
癬
長
本
多
博
士
以
下
職
員
及
農
商
務
省

よ
り
は
下
岡
農
務
局
長
其
他
の
人
々
御
玄
關
前
に
整
列
し
て
御
出
迎
へ申
上
げ
四
殿
下
に
本
多

所
長
の
御
先
導
に
て
縷
上
設
け
の
御
諏
愬
蟹
に
其
他
に
踏
下
の
大
標
本
塞
に
て
休
憩
の
後
各
室

尊
御
巡
覺
の
上
御
用
意
の
御
聲
餐
【を
召
さ
ぜ
ら
れ
糞
り
O

・

躍
習
所
御
巡
覽
申
畠
孫
殿
下
の
御
目
に
止
り
し
に
標
本
室
に
て
蠶
一
匹
エ
リ
ニ
千
尺
の
絲
を

一取
得
ら
ろ
れ
げ匹蠶
亠ハ匹
の
絲
の
長
さ
に
一亅
度
一
噛禺
ill†
尺
に
て
官悶←亠山
の
官圓さ
と
四剛
搬
な
り
と

て
富
士
の
圖
と
蠶
と
生
絲
と
を
御
覽
に
入
れ
蠶
の
縣
に
て
造
り
六
る
も
の
と
て
縮
緬
、
絹
絲
細

工
尊
の
品
々
桑
の
害
蟲
の
飼
育
繰
絲
の
作
業
及
び
輸
出
絹
絲
の
荷
遯
り
等
に
付
て
も
一
々
御
質

問
あ
る
毎
に
本
多
所
長
は
丁
蜜
F
御
観
明
申
上
げ
六
る
が
殿
下
の
御
邂
覽
に
頬
る
綿
密
に
て
所

員
も
御
附
の
人
々
も
其
御
熱
心
と
御
聰
明
に
轤
雲
敬
服
の
外
な
か
り
し
と
そ
夫
よ
り
農
亭
試
驗

楓叨に
威
ら
ぜ
ら
れ
旧豺
長
古
在
圃四士
御
出
迎
へ
申
上
げ
直
に・場
亜円
御
一巡
覽
古
在
所
長
の
御
}瞬
剛明
に

て
農
囈
化
學
郎
、
手
藝
部
等
御
覽
あ
リ
ニ
時
五
十
分
邏
啓
の
逹
に
競
か
れ
乳
り
o

▲
愛
國
婦
人
會
總
會

愛
躑
瓣
人
會
に
て
に
五
月
九
日
午
前
十
時
三
十
分
よ
り
日
比
谷
公
醐
に
於
て
第
九
回
穂
會
准

開
催
し
☆
る
が
偶
々
英
國
畠
帝
陛
下
崩
御
の
事
あ
り
て
行
啓
仰
ぜ
出
さ
れ
衷
る
皇
盾
陛
下
に
に

俄
か
に
御
中
止
の
旨
御
沙
汰
あ
り
從
て
纏
裁
閑
院
宮
妃
智
惠
子
殿
下
井
に
名
譽
員
に
在
ま
す
各

宮
妃
殿
下
に
も
悉
く
御
台
臨
な
か
り
き
o

式
は
振
鈴
に
侠
り
て
開
か
れ
倉
長
闘
部
子
爵
夫
人
、
斟
會
疑
阿
部
伯
霹
夫
入
理
事
濱
尾
男
爵

夫
人
三
輪
田
流
佐
子
刀
自
棚
橋
絢
子
騨
議
員
鍋
島
侯
爵
夫
人
近
鵆
未
亡
人
其
他
†
鍛
名
顧
問
岡

部
法
相
關
貴
族
院
議
員
松
井
閑
院
宮
家
令
等
式
壇
の
上
に
整
列
す
菖ば
黒
き
熨
服
を
着
け
衰
る

総
裁
閑
院
宮
妃
毆
下
御
用
掛
吉
田
榮
乎
に
恭
し
く
畠
后
陛
下
の
御
令
旨
々
金
蒔
繪
の
折
敷
に
捧

げ
て
正
面
玉
座
の
錦
の
卓
上
に
安
置
丁
れ
ば
倉
長
岡
部
子
鰐
夫
人
代
浤
尾
理
事
開
曾
の
辭
な
宜

し
同
倉
額
問
馬
屋
原
氏
曾
計
報
皆
々
な
す
右
終
る
や
岡
嬲
愈
長
恰
も
陛
下
の
鹿
す
ガ
獅
く
玉
座
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